
傷病手当金に対する付加給付

延長１年分廃止（上乗せ３％は平成２９年４月に廃止）

変更後 67％を1年6ヵ月従来 67％を2年6ヵ月

廃  止

※経過措置あり　
　詳細は当組合
　ホームページを
　ご確認ください1年6ヵ月1年6ヵ月 1年

期間期間

金
額67%

3%

金
額67%

（傷病手当金付加金 平成29年4月廃止）

傷病手当金
（法定）

傷病手当金
（法定）

延長傷病
手当金付加金

平成30年4月
廃止※

みなさまの健康づくりや疾病予防のお役に立ちます！

平成30年度の事業について
組合財政およびデータヘルス・事業重点化のニーズをふまえ、次のとおり一部見直しております。

対象のお子さまへは秋頃ご案内いたします。

★平成29年度キャンペーン参加者からのコメント等を同封の
特別号にてご紹介しております！保健指導の対象となった方へは別途ご案内いたします。

保健指導2 つよい子になるぞ!!キャンペーン3

変  更

健診・追加検査費用補助1

● 国の基準変更に合わせ、指導プログラムの実施
期間を６ヵ月→３ヵ月に短縮

●健保独自プログラム導入　など

対象者を１歳～小学３年生までに変更

年齢 (※)

年齢 (※)

健保負担額項目

項目

自己負担額

自己負担額

人間ドック

乳がん･子宮がん

脳ドック

Ｃ型肝炎

前立腺がん

腹部エコー

肺がん精密
すこやか健診・
地域巡回健診 35歳以上

40～74歳

50歳以上

35～49歳

20歳以上

35歳以上

35%
(約14千円)

50%
(約20千円)

65%
(約14千円)

100%
(約8千円)

65%
(約26千円)

0円

10%（約200円）
55歳以上は0円

70%（約21千円）

70%（約4千円）

70%（約9千円）

1,400円

50%
(約20千円)

35%
(約8千円)

0円
集合契約（特定健診）

被扶養者･任意継続
被保険者のみ

※各年度末（3月31日）時点のご年齢

※下線が平成30年度の変更点

健診 追加検査●人間ドック補助をすこやか健診と
　同額レベルに統一（節目年齢廃止）
●ただし、50歳以上は50％補助とする

一部検査につき負担額変更

左記以外の事業は、従来どおり実施しますので
積極的にご活用ください！
★＝他健保と比べ優位な事業

電話相談（健康相談、メンタルヘルスカウンセリング）

健康年齢通知

直営保養施設（京嵐山亭）

メンタルヘルス講習補助

高額医療費に対する付加給付

医療費通知の配布

無料歯科健診

ジェネリック医薬品切替通知

育児冊子の配布

情報配信（機関紙、ホームページ）

スポーツクラブ(ルネサンス)法人契約

★

★

★

★

★

★

★

★

※インフルエンザ予防接種費用補助は、平成29年度よりＴ・Ｇ特別医療共済会に事業移管

当組合では、平成29年度より健診を受診された
方に「健康年齢（※）」をお知らせしています。
健診受診の３～４ヵ月後に発行いたしますので、
ご自身のいっそうの健康増進にお役立てください。
※あなたのカラダは何歳相当なのかを統計的に判定・算出したもの

（通知書イメージ図）

平成30年度乳がん･子宮がん検査
補助制度のご案内

20～34歳の女性の方へ

当組合加入の女性被保険者・被扶養者（年度末20～34歳の方）
●平成30年4月1日時点から受診日まで継続して当組合に加入している方が対象です。

検査費用－補助上限額※

※補助上限額　乳エコー：3,240円、乳マンモ：5,400円
　　　　　　　子宮がん：3,240円

0円

指定医療機関

①指定医療機関へ予約
②受診申込書記入
③当日、医療機関へ受診申込書を提出

①医療機関へ予約
②保険証を使用せず、検診として受診
③後日、補助金申請書に領収書と
　検診結果を添付し、会社の健保担当部署
　へ提出（補助金は会社を通して支給）

指定なし（近隣の病院）

平成30年4月1日～平成31年3月31日

●乳がん検査 ： エコーまたはマンモグラフィ
●子宮がん検査 ： 頸部細胞診

●指定医療機関、申込書は当組合ホームページにてご確認いただけます。

対象者

受診期間

内容

自己負担

受診場所

申込方法

指定医療機関で受診 指定医療機関以外で受診

2 3


